
九重町起業支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、九重町内（以下、「町内」という。）に居住し、町内において生業と

して新たに起業する者を支援することで、本町の定住促進、産業の振興、地域活性化及

び雇用の創出を図ることを目的として、予算の定めるところにより九重町起業支援事業

補助金（以下、「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）起業 町内において、生業として新たに事業を起こすことをいう 

（２）開業 起業した事業を開始することをいう 

（３）起業者 補助金の交付決定を受けた年度内に新しく開業する者または新たに開業

し１年を経過していない者をいう 

（４）事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物およびその付属施設をい

う 

（５）第２創業 既に事業を営んでいる者が新分野で創業することをいう 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者となる起業者（以下、「補助対象者」という。）は、この補助

金の交付を申請した日において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）町税等の滞納、町に対する債務の不履行がない者（同一世帯員を含む。） 

（２）申請日において１８歳以上６５歳未満であること 

（３）年度内に開業予定または開業から１年未満であること 

（４）開業時点において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本町に

住所を有し、または有することを予定している者 

（５）町内に主たる事業所を置き、または置くことを予定している者 

（６）事業所開設後に本申請事業を主たる生業として営み、開業した日の翌日から起算

して５年以上継続して事業を行う意思のある者 

（７）事業の主たる代表者である者 

（８）特定創業支援事業（くす・ここのえ合同創業セミナー等）を受講し証明書の交付

を受けている者、または商工会等の創業支援機関において補講等を受講している者 

２ 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除

く。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を

要する事業を行う者 

（２）他の者が行っていた事業を承継して事業を営む者 



（３）第２創業である者 

（４）フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を行う者 

（５）補助金の対象事業において、同一の事業内容で他の補助制度を受けている、また

は受ける予定がある者 

（６）九重町暴力団排除条例（平成２３年３月２２日九重町条例第２号）第２条第２項

に規定する暴力団員である者 

（７）その他、町長が適切でないと判断する事業を行う者 

３ 補助金交付の対象となる起業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）有償で実施し、収益性及び継続性が見込まれる事業であること 

（２）宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業でないこと 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助対象外

経費は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 同一事業者による補助金の交付は、１回限りとする。 

（補助対象期間） 

第５条 補助対象となる期間は、補助金の交付決定を受けた年度とする。 

（補助率及び補助金額） 

第６条 補助金の額は、当該年度の予算に定める額の範囲内とし、補助率は補助対象経費

の２分の１以内とする。ただし１件当たりの補助金は１，０００千円を限度とする。 

２ 交付すべき補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるもの

とする。 

（補助金交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、九重町起業支援事業補助金交付申請書（様

式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。 

（１）誓約書兼同意書（様式第２号） 

（２）町内在住者にあっては町税等納付状況調書（様式第３号） 

（３）町外在住者にあっては居住地における完納証明書 

（４）補助事業に係る経費の見積書の写し 

（５）その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定通知） 

第８条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付を受けようとする

者が申請に必要な条件を整えていると認める者について、九重町起業支援事業補助金審

査会の意見を聞いて、補助金の交付を受けられる者としての適否を決定しなければなら

ない。 

２ 町長は前項の規定により決定した補助金交付の適否を、九重町起業支援事業補助金交

付（不交付）決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 



 （事業計画の変更等） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、事業計画を変更、

または事業を廃止するときは、九重町起業支援事業補助金変更申請書（様式第５号）を

町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、審査しその結果を九重町起

業支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第６号）により、通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、事業が完了後速やかに九重町起業支援事業補助金実績報告書（様

式第７号）に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

（１）住民票の写し 

 （２）補助事業に係る経費の支払い領収書の写し 

 （３）税務署に提出した開業届出書の写し等、開業の事実を確認できる書類 

 （４）導入設備（機械装置、工具器具、構築物、物品）がわかる写真 

 （５）その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定通知） 

第１１条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合、その内容を検査の上、適当

であると認めるときは、補助金の額を決定し、九重町起業支援事業補助金交付額確定通

知書（様式第８号）により交付決定者に通知する。 

（補助金の交付方法） 

第１２条 この補助金は精算払いの方法により交付する。 

（補助金の交付請求） 

第１３条 交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、九重町起業支援事業

補助金交付請求書（様式第９号）を提出しなければならない。 

（報告及び調査） 

第１４条 交付決定者は、開業した日の翌日から起算して５年間（以下「処分制限期間」

という。）、確定申告書の写し及び収支計算書、帳簿、書類、住民票の写し等を年度末ま

でに提出し、事業の状況を報告しなければならない。 

２ 交付決定者は、処分制限期間内に次に掲げる事由が発生した場合は、移転・廃業・住

民票異動に係る届出書（様式第１０号）により、遅延なく町長に届け出なければならな

い。 

 （１）廃業 

 （２）事務所の町外への移転 

 （３）町外への住民票の異動（町外転出） 

３ 町長は、交付決定者の事業の状況について、必要に応じて帳簿、書類等の提出を求め、

または実施に調査し、必要な指示を行うことができる。 

（交付決定の取り消し等） 



第１５条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、交付決定を取り消し、

または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。 

 （１）前条第２項に規定する届出があったとき 

 （２）町が調査し、処分制限期間内に廃業または町外へ事業所を移転していると認めた

とき、町外へ住民票を異動していると認めたとき 

 （３）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

 （４）補助金を他の用途に使用したとき 

 （５）補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、または指示に従

わなかったとき 

 （６）届出又は報告を怠ったとき 

 （７）前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認め

たとき 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業

の当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対

し、期限を定めて当該補助金の全部または一部の返還を命じるものとする。 

３ 第１項の規定に該当した場合に返還する補助金の額は、別表２に掲げる金額とする。 

（財産の処分） 

第１６条 交付決定者は、補助事業により取得した財産（以下「取得財産」という。）を、

処分制限期間内は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、もしくは担

保に供し、または廃棄してはならない。ただし、当該取得財産の耐用年数（減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５ 号）を準用する。）を経過し

ているときは、この限りではない。 

２ 町長は、交付決定者が処分制限期間内に取得財産を処分したことにより収入があった

ときは、交付決定者に対し交付した補助金の全部または一部に相当する金額を町に納付

させることができる。 

３ 前項で規定する財産処分に係る納付金額は、処分する財産に係る補助金の額に処分制

限期間に対する残存月数（処分制限期間から経過月数を差し引いた月数をいう。）の割

合を乗じて得た額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額をもって納付金額とする。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月１２日告示第２２号） 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



別表１（第４条関係） 

 

１ 補助金対象経費 

区分 内容 

設備費 設備の購入、借用又は修繕に要する経費 

機械装置費 機械装置の購入、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 

工具器具費 工具器具の購入、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 

構築物費 構築物の購入、建造、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 

物品費 物品の購入経費 

原材料費 原材料及び副材料の購入に要する経費 

外注加工費 外注加工に要する経費 

委託費 試験検査委託費 

専門家謝金 専門家指導の受け入れに要する経費 

旅費交通費 旅費交通費 

広告宣伝費 広告宣伝に要する経費 

その他の経費 その他町長が必要と認める経費 

 

 

２ 補助金対象外経費 

（１）事業目的以外に借用している土地、建物、機械器具、自動車等の賃借料及び購入費 

（２）保証金、敷金、保険料、公租公課 

（３）飲食費、遊興、娯楽に要する費用 

（４）汎用性が高い備品（机、椅子、パソコン、スマートフォン、カメラ等容易に持ち運

びができ、他の目的に使用できるもの）の経費 

（５）サブスクリプション契約に係る費用 

（６）その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と町長が判断する経費 

 

 

  



別表２（第１５条関係） 

返還事由 事業継続期間 返還金額 

廃業または町外へ事務所を移

転したとき、町外へ住民票を

異動したとき 

１年未満 交付額の全部 

１年以上２年未満 交付額の４/５ 

２年以上３年未満 交付額の３/５ 

３年以上４年未満 交付額の２/５ 

４年以上５年未満 交付額の１/５ 

偽りその他不正な手段により

補助金の交付を受けたとき 
交付額の全部 

補助金を他の用途に使用した

とき 
交付額の全部 

補助金の交付決定の内容及び

これに付した条件に違反した

とき、または指示に従わなか

ったとき（他の事業者に雇用

されたとき等） 

１年未満 交付額の全部 

１年以上２年未満 交付額の４/５ 

２年以上３年未満 交付額の３/５ 

３年以上４年未満 交付額の２/５ 

４年以上５年未満 交付額の１/５ 

届出又は報告を怠ったとき １年未満 交付額の全部 

１年以上２年未満 交付額の４/５ 

２年以上３年未満 交付額の３/５ 

３年以上４年未満 交付額の２/５ 

４年以上５年未満 交付額の１/５ 

その他町長が特にその必要を

認めるとき 
全部または一部 

 

  



様式第１号（第７条関係） 

 

九重町起業支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

九重町長  殿 

 

申請者 住所 

氏名             印 

 

 九重町起業支援事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、補助金の交付を受けたいの

で、下記の関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額            円 

 

 

２ 収支予算書 別紙のとおり 

３ 事業計画書 別紙のとおり 

 

（添付書類） 

 （１）誓約書（様式第２号） 

 （２）町内在住者にあっては町税等納付状況調書（様式第３号） 

（３）町外在住者にあっては居住地における完納証明書 

 （４）補助事業に係る経費の見積書の写し 

 （５）その他 

  



２ 収支予算書 

 

１）収入                              （単位：円） 

区分 予算額 備考 

自己資金   

町補助金   

借入金   

その他   

合計   

 

２）支出                             （単位：円） 

区分 
予算額 

備考 
補助金対象経費 補助金対象外経費 

    

    

    

    

    

    

    

小計    

合計   

 

＜交付申請額＞ 

補助金対象経費（Ａ） 補助率（Ｂ） 
交付申請額（Ａ×Ｂ） 

※千円未満端数切り捨て 

円 １／２ 
円 

（限度額：１００千円） 

 

  



３ 事業計画書 

 

１）申請者の概要 

（ふりがな） 

氏  名 

  

生年月日 
    年  月  日 

 （満   歳） 
 

住  所 
〒    －     

 

電話番号    －   －     Email  

申請者の職歴 内 容 

職  歴 

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

 

２）事業計画の概要 

開業日（予定日）      年   月   日 

事業形態 □個人事業  □会社設立  □その他（       ） 

開業場所（予定） 

九重町大字 

【開業場所とした理由】 

 

【開業場所の確保状況】 

□取得済  □売買契約予定  □賃貸借契約予定 

□その他（                    ） 

商号等（予定）  

起業する業種  

資本金（出資金）                円 

従業員数（予定） 
     名 

（内訳）役員   名、従業員   名、パート等   名 



事業の概要 

①起業する事業の概要（事業テーマと内容を要約して記載） 

事業名  

概 要 

 

②活用する地域資源及びその活用方法 

 

③地域への波及効果（需要や雇用の創出等事業が地域に及ぼす影響） 

 

④事業実施上の問題点・リスクとその解決方法 

 

⑤起業準備の着手状況と今後の予定 

 

 

  



３）資金計画 

 

①当初運転資金計画                        （単位：千円） 

名称 申請年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 積算内訳 

       

       

       

       

       

計（Ａ）       

 

②設備等投資計画                         （単位：千円） 

名称 申請年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 
積算内訳 

（取得の方法等） 

       

       

       

       

       

計（Ｂ）       

 

③資金調達計画（起業時に必要な資金（Ａ）＋（Ｂ）の調達先）    （単位：千円） 

名称 申請年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 
積算内訳 

（取得の方法等） 

自己資金       

借入金       

町補助金       

その他       

計       

 

  



４）事業の見通し                         （単位：千円） 

項目 
申請年度 

  年  月～ 

 年  月 

２年目 

  年  月～ 

 年  月 

３年目 

  年  月～ 

 年  月 

４年目 

  年  月～ 

 年  月 

５年目 

  年  月～ 

 年  月 

①売上高      

②売上原価 

（仕入れ高）【変動費】 
     

 

      

      

      

      

      

      

      

③売上総利益（①－②）      

④経費（販売管理費） 

【固定費】 
     

 
      

      

      

      

      

      

      

⑤営業利益（③－④）      

 

変動費：売り上げの増減により変動する経費 

固定費：売り上げに関係なくかかる経費で、仮に売り上げが０でも発生する費用 

  



様式第２号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

九重町長  殿 

申請者 住 所 

氏 名            印 

 

 

誓約書兼同意書 

 

私は九重町起業支援事業補助金交付要綱に規定する要件をすべて満たすものであること

を誓約します。 

なお、当該補助金交付申請後は、町が行う必要な調査等を受けることに同意します。 

また、申請内容の偽りその他不正な行為を行いまたは以下の要件を欠き、町長から返還

の指示があった場合は、受領した補助金を返還します。 

 

記 

 

 

１．補助要件について 

（１）開業時点において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本町に

住所を有するとともに、町内に主たる事業所を置きます。 

（２）九重町起業支援事業補助金交付要綱の規定を遵守し、開業した日の翌日から起算

して５年以上継続して事業を行います。 

 

２．九重町暴力団排除に関すること 

私は次の各号のいずれにも該当しません。 

（１）暴力団（九重町暴力団排除条例（平成２３年３月２２日九重町条例第２号）第２条

に規定する暴力団をいう。以下、同じ。） 

（２）暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。） 

（３）暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

（４）暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者 

（５）（１）から（５）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している個人ではあ

りません。 

  



様式第３号（第７条関係） 

町税等納付状況調書 

 

  年  月  日 

同 意 書 

 

申請者 住 所 

氏 名            印 

 

九重町起業支援事業補助金交付要綱に基づく下記の目的のため、私及び私の世帯

員について町税等納付状況を関係職員が調査することに同意します。 

 

記 

目的 九重町起業支援事業補助金 

 

 

 

【以下、記入不要】 

確認日    年  月  日 

関 係 課  各 位 

  上記の者について、納付状況等についての確認をお願いします。 

 

                        （担当課名） 観光・地域振興課 

 

町税納付状況等確認表 

項目 納付状況等 確認者 

町税他 滞納なし・滞納あり 税務課            印  

水道料・住宅料 滞納なし・滞納あり 建設課            印 

保育料・幼稚園費 滞納なし・滞納あり 地域共生支援課        印 

給食費 滞納なし・滞納あり 学校給食ｾﾝﾀｰ           印 

ＣＡＴＶ使用料 滞納なし・滞納あり 未来ﾃﾞｻﾞｲﾝ推進課        印 

  



様式第４号（第８条関係） 

 

九重町起業支援事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

交付決定第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

九重町長         印  

 

 年  月  日付けで申請のありました九重町起業支援事業補助金の交付につい

て、九重町起業支援事業補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり交付（交付し

ないことに）決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額  金         円 

 

２ この補助金の対象となる事業、その内容及びこれに要する経費の配分は、交付申請書

記載のとおりとする。 

 

３ 補助金交付の条件 

 （１）次のいずれかに該当する場合には、速やかに町長の承認を受けること。 

   ア 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合 

   イ 補助事業等の内容を変更する場合 

   ウ 補助事業等を廃止する場合 

（２）補助事業等が申請年度内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった

場合には、速やかに町長に報告してその指示をうけること。 

 

（不交付の場合は不交付の理由） 

  



様式第５号（第９条関係） 

  年  月  日 

 

九重町起業支援事業補助金変更申請書 

 

九重町長  殿 

 

申請者 住 所 

氏 名            印 

 

  年  月  日付け交付決定第  号で交付決定のあった上記の補助金事業の内容を

次のとおり変更（廃止）したいので、九重町起業支援事業補助金交付要綱第９条第１項の

規定により申請します。 

 

記 

 

１ 変更（廃止）の理由 

 

２ 変更の内容 

変更前 変更後 

  

 

３ 補助事業に要する経費及び補助金の変更額 

 変更前 変更後 

補助事業に要する経費 補助金額 補助事業に要する経費 補助金額 

円 円 円 円 

 

（添付書類） 

 （１）事業変更計画書 

 （２）収支変更予算書 

 （３）その他町長が必要と認める書類 

  



様式第６号（第９条関係） 

 変更交付決定第     号  

年  月  日 

 

九重町起業支援事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

           様 

 

九重町長         印  

 

  年  月  日付けで変更交付申請のあった九重町起業支援事業補助金を下記のとお

り変更交付することに決定（変更交付しないことに決定）したので、九重町起業支援事業

補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

〔変更交付する場合〕 

 ・交付の金額 

    既交付決定額               円 

    変更後の交付決定額            円 

   （差し引き交付決定額）           円 

 

〔変更交付する場合〕 

 ・変更交付しない理由 

 

  



様式第７号（第１０条関係） 

  年  月  日 

 

九重町起業支援事業補助金実績報告書 

 

九重町長  殿 

 

申請者 住 所 

氏 名            印 

 

  年  月  日付け交付決定第  号で交付決定のあった上記の補助金事業を完了し

たので、九重町起業支援事業補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり関係書

類を添えて報告します。 

 

記 

 

 

１ 事業実績（事業内容） 

事業所の名称  

開業年月日       年  月  日 

開業場所 九重町大字 

起業形態 個人・法人 

開業した業種  

 

２ 収支精算書 

 

（添付書類） 

 （１）住民票の写し 

 （２）補助事業に係る経費の支払い領収書の写し 

 （３）税務署に提出した開業届出書の写し等、開業の事実を確認できる書類 

 （４）導入設備（機械装置、工具器具、構築物、物品）がわかる書類 

（５）その他町長が必要と認める書類 

  



２ 収支精算書 

 

１）収入                              （単位：円） 

区分 精算額 備考 

自己資金   

町補助金   

借入金   

その他   

合計   

 

２）支出                              （単位：円） 

区分 
精算額 

備考 
補助金対象経費 補助金対象外経費 

    

    

    

    

    

    

    

小計    

合計   

 

＜交付申請額＞ 

補助金対象経費（Ａ） 補助率（Ｂ） 
交付申請額（Ａ×Ｂ） 

※千円未満端数切り捨て 

円 １／２ 
円 

（限度額：１００千円） 

 

  



様式第８号（第１１条関係） 

九観第     号 

年  月  日 

 

九重町起業支援事業補助金交付額確定通知書 

 

 

           様 

 

九重町長         印  

 

  年  月  日付けで実績報告のありました九重町起業支援事業補助金について、九

重町起業支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により、下記のとおり交付額を確定した

ので通知します。 

 

 

記 

 

交付決定番号 交付決定第  号 

交付確定額            円 

 

  



様式第９号（第１３条関係） 

  年  月  日 

 

九重町起業支援事業補助金交付請求書 

 

九重町長  殿 

 

申請者 住 所 

氏 名            印 

 

  年  月  日付け九観第  号で交付額確定通知のありました九重町起業支援事業

補助金       円を九重町起業支援事業補助金交付要綱第１３条の規定により請求

します。 

 

記 

 

 

（添付書類） 

 （１）九重町起業支援事業補助金交付額確定通知書の写し 

 

振込先口座 

金 融

機 関

店 舗

名 等 

   銀行  信金  信組 

    農協  労金     
 店・所 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 
口座 

番号 
        

郵便局 記号           
(当座) 

番号 
                

口座名義人 
(ふりがな) 

氏 名 
 

 

  



様式第１０号（第１４条関係） 

  年  月  日 

 

移転・廃業・住民票異動に係る届出書 

 

九重町長  殿 

 

申請者 住 所 

氏 名            印 

 

 

  年  月  日付け九観第  号で交付確定通知のありました九重町起業支援事業補

助金について、下記のとおり移転・廃業・住民票を異動しましたので、九重町起業支援事

業補助金交付要綱第１４条第２項の規定により届け出ます。 

 また、九重町起業支援事業補助金交付要綱第１５条の規定により、九重町起業支援事業

補助金を返還します。 

記 

 

 

１ 事由発生日（移転日・廃業日・住民票の異動日） 

    年  月  日（開業日：   年  月  日） 

 

２ 理由 

 

 

 

３ 返還額           円 

 

【返還額】 

   〔交付確定額〕   〔第１５条第３項「別表２」〕    〔返還額〕 

       円 ×              ＝        円 

 


